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昨年12月に結成された「雄和ガイドボランティアの会」
では、雄和を知り尽くした地元の会員12人が、雄和の文
化、観光、歴史、自然をわかりやすく解説します。
「春には20種類もの花が見られる高尾山の自然、地域
に残る伝説や北前船と関係した歴史など興味深い話が雄
和にはたくさんあります。自分の庭にくるような感覚で
気軽にどうぞ」と大張り切りの工藤正会長。観光や視察
など、依頼に応じてご案内します。
奥が深い雄和の話、一度聞いてみでけれ～！

雄和ガイドボランティア事務局(雄和公民館内)TEL(886)5585
千秋公園での研修
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秋田県健康増進交流センター

大人(中学生以上) 350円

子ども(４歳以上) 175円
入浴料

雄和
秋田市雄和
ふるさと温泉

午前６時～午前８時、午前
９時～午後９時(大浴場)

営業
時間

第２・第４水曜日定休日

午前10時～午後10時
（月曜日は午後７時まで）

大人(中学生以上) 300円

子ども(小学生以上) 150円
入湯料

営業時間

午前10時～午後９時

大人(中学生以上) 500円

子ども(小学生以上) 250円

入浴・
休憩料

営業時間

お風呂から上がっても、しばらくは
体がぽっかぽか！　湯冷めをしない
しっとりとしたお湯が自慢です。腰
や関節の痛みにも効果ありと評判！

トレーニングルームや温水プールも
あるから健康づくりにもバッチリ！
春になったら、近くの森で森林浴も
おすすめ！
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地元の湯っこで
あ～いい気分♪

冷え性や神経痛のほか、アトピーにも
効果があると評判！　貸切で利用でき
る家族風呂も人気。宿泊できるコテー
ジもあります。

河辺

打たせ湯で心地よい快感

やっぱり露天風呂にかぎるね～

室内温水プール

お湯は塩分が多く、茶褐色です

裸の付き合いで会話も弾みます

石井露月の生家

雄和の案内
任せでけれ～

河辺三内字丸舞 TEL(884)2111

雄和神ケ村字舟卸 TEL(887)2575
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「あきた市民カード」は、印鑑登録証
の役目も果たすカードで、これがあると住民票・印鑑登録
証明書の自動交付機(下記参照)を利用できます。秋田市に
住民登録している15歳以上のかたが作ることができます。

交付
窓口

市役所市民課　土崎支所　新屋支所　市民サービ
スセンター(アルヴェ１階) 河辺市民センター　岩
見三内連絡所　雄和市民センター　大正寺連絡所

必要な
もの

●本人と確認できる運転免許証や健康保険証など
●認め印　●印鑑登録証(お持ちのかた)
●新たに印鑑登録をされるかたは、登録する印鑑

カード
交付
手数料

カードの交付は無料です。ただし、新たに印鑑登
録をされるかた、印鑑登録証を紛失したかた、改
印されるかたは登録手数料300円がかかります

あきた市民カード

自動交付機が便利！

●住民票の写し　●印鑑登録証明書
●住民票記載事項証明書

■市役所本庁　■土崎支所　■市民サービスセ
ンター(アルヴェ１階) ■秋田テルサ(御所野)

問い合わせ
市民課TEL(866)2018
河辺市民センターTEL(882)5131
雄和市民センターTEL(886)5523

「あきた市民カード」で使えます

設置
場所

自動交付機に「あきた市民カード」を入れて、
休日でも上記の証明書がとれます。

雄和地域(大正寺地区以外)のかた 雄和市民センター　雄和
大正寺地区のかた 大正寺連絡所　河辺地域のかた 河辺
市民センター(岩見三内連絡所で引替希望のかたは事前に連絡を)

旧河辺町・雄和町の印鑑登録証を
お持ちのかたは無料でお取り替え

旧河辺町・雄和町の印鑑登録証は、「あきた市民カード」
としても使える印鑑登録証と無料で引き替えます。引き替え
のみであれば代理人でもできます。自動交付機を利用するた
めの暗証番号を登録する場合は、本人が身分を証明するもの
と認め印をお持ちください。引き替え場所は次のとおり。

秋田市消防本部では、下記のような救命
対応の場合、救急車のほかに消防車も一緒
に出動し、消防隊員が救急隊員の活動をサ
ポートしています。

河辺・雄和地区でも、これまでより消防車
が出動する機会が増え、サイレンなどでご迷
惑をおかけしますが、１人でも多くの市民を
救命するため、ご理解をお願いします。

●119番通報で、意識のない患者がいる場合
●車同士の交通事故で、負傷者がいる場合
●道路が狭い、傷病者が２階以上にいるなど、
救急隊員だけでは搬送が困難、または時間
がかかると予想される場合

救急車と一緒に消防車も出動中！

秋田市消防本部
警防課TEL(823)4243
救急課TEL(823)4019

ウーウーカンカン
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火災で出動

火災以外で出動

新サービスの
手続きは
お済みですか

河辺・雄和のみなさん

合併後、河辺・雄和のみなさんから市
民センターなどへ申請や問い合わせが多
いのが、「あきた市民カード」と「高齢
者のバス回数券」。手続きはお近くの市
民センターや連絡所などでどうぞ。

満70歳以上のかたは、１冊1,000円分の高齢者
専用回数券(ゆうゆう乗車券)を、月に５冊まで半
額の500円で購入できます。市交通局と秋田中央
交通の路線バスと雄和地区のユーグルでも利用で
きます。
高齢者専用回数券の購入には「高齢者バス優遇

資格証明書」が必要です。まだお持ちでないかた
は、下記の窓口で申請してください。

市役所高齢福祉課　 土崎支所　 新屋支所
市民サービスセンター(アルヴェ、火～金曜日の平日のみ)
河辺市民センター　 雄和市民センター

回数券が半額で買えます

高齢者バス優遇資格証明書

※岩見三内連絡所、大正寺連絡所、各地域セ
ンターでも取り次ぎを行っています。

70歳以上のかたの
バス料金を補助

消防車のサイレン音はこのように使い分け

問い合わせ
高齢福祉課TEL(866)2095
河辺市民センターTEL(882)5151
雄和市民センターTEL(886)5525
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